
中土佐町

<景観計画区域>

中岡慎太郎館・二十三士公園の周囲２００ｍ以内

奈半利町

管轄外（高知市管轄）

大川村

土佐清水市

南国安芸道路（高知龍馬空港ＩＣ～芸西西ＩＣ）

安芸市街なみ環境整備促進地域

香南市

浦戸東部道路

広告景観形成地区の指定区間

津野町

中土佐町、津野町、梼原町、四万十町、四万十市の一部

田野町

許可地域

いの町

禁止地域等

大月町

<道路区域および両側１００ｍ以内の区域>

南国野市線

芸西村

中村宿毛道路（四万十ＩＣ～宿毛和田ＩＣ）

（詳細は裏面に表示しています）

許可地域等

梼原町

<高速自動車国道等の両側５００ｍ以内の区域（禁止地域を除く）>

（県道）

仁淀川町

第１種・第２種住居専用地域四万十川

（国道）

詳細については、条例、規則、告示を確認してください。

南国市

窪川佐賀線（四万十町中央ＩＣ～黒潮佐賀ＩＣ）

四万十町

四国横断自動車道（愛媛県境～須崎東ＩＣ）

全線：春野赤岡線、龍河洞公園線、須崎仁ノ線、高知南環状線、横浪公園線

安田町

日高村

重要文化財、史跡、名勝、

土佐市

一部：宿毛津島線、窪川船戸線、中土佐佐賀線、香北赤岡線、土佐山田野市線、遠崎野市線

高知市

南国安芸道路（高知龍馬空港ＩＣ～芸西西ＩＣ）

黒潮町

（都市計画道路）

現在）

安芸市

越知町

河川、海岸保線区域、都市公園等

安芸物部線の一部区間

<鉄道の両側１００ｍの区域>

東洋町

<道路等及びその両側１００ｍ以内の区域>

（県道）

四万十市

須崎中央線、中土佐窪川線（須崎東ＩＣ～四万十中央ＩＣ）

（

馬路村

（都市計画道路）

佐川町

室戸市、安芸市、香美市、南国市、いの町、土佐市、須崎市、四万十市、宿毛市、土佐清水市

全線：３２号、３３号、５５号、５６号、１９４号、１９５号、１９７号、３２１号、３８１号

高知県屋外広告物規制概要図

四国旅客鉄道㈱、土佐くろしお鉄道㈱

室戸市

四国横断自動車道（愛媛県境～須崎東ＩＣ）

本山町

宿毛市
中村宿毛道路（四万十ＩＣ～宿毛和田ＩＣ）

※この概要図は、禁止地域等及び許可地域等の一部を表示したものであり、

香美市

阿南安芸自動車道（北川奈半利道路）

須崎市

一部：４３９号、４４１号、４９４号

Ｒ８.３.１３

北川村

土佐町

<都市計画区域>

三原村

阿南安芸自動車道（北川奈半利道路）

四万十川の両側５００ｍ以内の区域（一部除く）

大豊町

須崎中央線、中土佐窪川線（須崎東ＩＣ～四万十中央ＩＣ）

禁止地域

高知市

徳島県

愛媛県

（四万十川）

未指定地域

凡 例

窪川佐賀線（四万十町西ＩＣ～黒潮拳ノ川ＩＣ）
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